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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和６年４月１日）　新旧対照表

2. 　設計図書に品質、性能などが定められている機器及び材料のうち、JIS、JWWA規格品 2. 　設計図書に品質、性能などが定められている機器及び材料は、品質及
　　臨場検査を受けたものは、品質証明書の提出は不要とする。であり、監督員の臨場検査を受けたものは、品質規格証明書の提出は不要とする。 び性能等を証明する資料（品質規格証明書）を監督員に提出し、承諾を

　ただし、JIS、JWWA規格品でないものは、品質及び性能等を証明する資料 得なければならない。
　　品質管理書類として社内検査証明書を竣工時に提出すること。（社内検査証明書）を監督員に提出するものとする。

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第１節

2.1.1

機器及び材料の規格

第２章

改定項

P40
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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和６年４月１日）　新旧対照表

(2)　材料検査と水圧試験を除き、段階確認時に監督員が臨場した場合は、 (2)　監督員が臨場して行う検査・段階確認における写真は、立会状況写真のみ
　　立会状況の写真添付は不要とする。 　　を数枚撮影し、その写真を確認書に添付し、監督員に提出する。
    （監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影も省略） 　　　ただし、材料検査及び水圧試験の写真は、完成写真と確認書の両方に
　  ただし、机上確認となる場合は、これまで通り写真を添付するものとする。 　　添付するものとする。（水圧試験の写真は、別様式により整理する。）
　　　したがって、水圧試験の写真は、完成写真と確認書の両方に添付する
　　ものとする。(水圧試験の写真は、別様式(付則８様式集)により整理する)

8. 　工事写真帳は、4切版のフリーアルバム又はＡ４版とする。 8. 　工事写真帳は、4切版のフリーアルバム又はＡ４版とする。
なお、表紙には、工事名称、工事番号、受注者名 （社判押印）を記入すること｡ なお、表紙には、工事名称、工事番号、受注者名(社判押印)を記入すること｡

（電子媒体に記録する工事写真の整理提出） （電子媒体に記録する工事写真）
11. 　別紙「配管工事写真撮影基準表」の撮影頻度に基づいて撮影した工事写真を 11. 　電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル

電子媒体に格納し、竣工時に監督員に提出するものとする。 写真管理情報基準（案）」によるものとする。
※「提出不要」としている項目についても基準表通りの頻度で撮影し、
電子媒体に格納する。

12. 　電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル
写真管理情報基準（案）」によるものとする。

14. 　 「配管工事写真撮影基準表」の用語の定義 13. 　「配管工事写真撮影基準表」の用語の定義
(1)　「代表箇所」とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所を (1)　「代表箇所」とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所を
　　いう。 　　いう。
(2)　「適宜」とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇 (2)　「適宜」とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇
　　所や枚数のことをいう。 　　所や枚数のことをいう。
(3)　提出頻度の「不要」とは、工事写真帳として貼付整理し提出する必要が (3)　提出頻度の「不要」とは、工事写真帳として貼付整理し提出する必要が
　　ないことをいい、撮影を行い、提示を求められた時にすぐに提示ができ 　　ないことをいい、撮影を行い、提示を求められた時にすぐに提示ができ
　　るよう、プリントアウトしておく等は必要であることをいう。 　　るよう、プリントアウトしておく等は必要であることをいう。

水道設備
工事写真
管理基準

その他

（電子媒体に記録する工事写真）

11.

共通仕様書

第6章

付則２

8.

共通仕様書

第6章

付則２

水道設備
工事写真
管理基準

共通仕様書

第6章

付則２

水道設備
工事写真
管理基準

（工事写真帳の大きさ）

第6章

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

水道設備
工事写真
管理基準

4.

付則２

（写真の省略）
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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和６年４月１日）　新旧対照表
旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第6章

付則２

改定項
新　（　改　定　後　）

水道設備
工事写真
管理基準

設備工事
写真撮影
基準表

各種標識の設置 設 置 後 実施箇所･種類毎に1回　※提出不要

各種保安施設 設 置 後 実施箇所･種類毎に1回　※提出不要
保安要員等
   交通整理

実施箇所毎に1回　※提出不要 梱包を解き撮影｡監督員立会。

変更追加時に1回　※提出不要 梱包を解き撮影｡監督員立会。

材料養生 材料置場毎に1回　 資材の規格・表示マーク、寸法等。

使 用 前

建設業許可,道路占用許可等,建退共標識,施工体系図,
施工体制台帳作成工事の通知を含む。

安全管理

作 業 中 交通規制形態ごと1回程度

工事看板 看板設置 設 置 後 設置毎に1回　※提出不要 工期変更時には､再度撮影｡

安
全
管
理

使用材料 使用材料
材料検査

各種標識の設置 設 置 後 実施箇所･種類毎に1回

各種保安施設 設 置 後 実施箇所･種類毎に1回
保安要員等
   交通整理

実施箇所毎に1回 梱包を解き撮影｡監督員立会

変更追加時に1回 梱包を解き撮影｡監督員立会

材料養生 材料置場毎に1回 資材の規格・表示マーク、寸法等

使
用

材
料

使用材料
材料検査

使 用 前

安
全
管
理

建設業許可,道路占用許可等,建退共標識,施工体系図,
施工体制台帳作成工事の通知を含む

安全管理

作 業 中 交通規制形態ごと1回程度

工事看板 看板設置 設 置 後 設置毎に1回 工期変更時には､再度撮影｡

目地切 施工状況 目 地 切 中 各路線又は箇所毎に1回
施工状況 取 壊 中 各路線又は箇所毎に1回
舗装厚 取 壊 後 各路線又は箇所毎に1回
土質等の判別 掘 削 中 地質が変わる毎に1回 機械・人力判別を撮影｡
上下幅　・深度 掘 削 後 各路線又は箇所・地質毎に1回

矢 板 長 検 測 1施工単位毎、種類毎に1回
設 置 後 各路線又は箇所毎に1回 施工延長検測。

水替工 施 工 中 各路線又は箇所毎に1回
転圧状況 転 圧 中 各路線又は箇所毎に1回 床均し、管側面転圧を含む。

各層の厚さ 転 圧 後 各路線又は箇所毎に1回 1層 20cm 標準｡

転圧状況 転 圧 中 各路線又は箇所毎(各層毎)に1回

各層の厚さ 転 圧 後 各路線又は箇所毎(各層毎)に1回 1層 15cm 標準｡

仮設

埋戻し工

路盤工

舗装版取壊

掘削

土 工 軽量鋼矢板

目地切 施工状況 目 地 切 中 各路線又は箇所毎に1回
施工状況 取 壊 中 各路線又は箇所毎に1回
舗装厚 取 壊 後 各路線又は箇所毎に1回
土質等の判別 掘 削 中 地質が変わる毎に1回 機械・人力判別を撮影｡
上下幅　・深度 掘 削 後 各路線又は箇所・地質毎に1回

矢 板 長 検 測 1現場毎、種類毎に1回
設 置 後 各路線又は箇所毎に1回 施工延長検測。

水替工 施 工 中 各路線又は箇所毎に1回
転圧状況 転 圧 中 各路線又は箇所毎に1回 床均し、管側面転圧を含む。

各層の厚さ 転 圧 後 各路線又は箇所毎に1回 1層 20cm 標準｡

転圧状況 転 圧 中 各路線又は箇所毎(各層)に1回

各層の厚さ 転 圧 後 各路線又は箇所毎(各層)に1回 1層 15cm 標準｡

軽量鋼矢板

埋戻し工

路盤工

土 工

舗装版取壊

掘削

仮設

ｱｽﾌｧﾙﾄ 完了状況 転 圧 後 各路線又は箇所毎に1回

    仮復旧 層の厚さ ｺ ｱ 抽 出 後 抽出(200m)毎に1回 コアの検測｡
ｱｽﾌｧﾙﾄ本復旧 舗装本復旧については、「配管工事写真撮影基準表」により撮影。

基礎砕石、 幅、厚さ 施 工 後 箇所毎に1回

均しコン基礎 完了状況 施 工 後 箇所毎に1回
現場打ち 配筋状況 施 工 後 箇所毎に1回

マンホール 型枠 施 工 後 箇所毎に1回

仕上り 施 工 後 箇所毎に1回

ケーブル受枕 施 工 後 箇所毎に1回

完了状況全景 施 工 後 箇所毎に1回

組立て式 搬入 施 工 中 箇所毎に1回
マンホール 組立て、据付工 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回

防水工 施 工 中 箇所毎に1回
ケーブル受枕 施 工 後 箇所毎に1回
完了状況全景 施 工 後 箇所毎に1回

土 工

マ
ン
ホ
ー

ル
築
造
工

ｱｽﾌｧﾙﾄ 完了状況 転 圧 後 各路線又は箇所毎に1回

    仮復旧 層の厚さ ｺ ｱ 抽 出 後 抽出(200m)毎に1回 コアの検測｡
ｱｽﾌｧﾙﾄ本復旧 舗装本復旧については、県建築・設備工事写真管理基準により撮影。

基礎砕石、 幅、厚さ 施 工 後 課所毎に1回

均しコン基礎 完了状況 施 工 後 箇所毎に1回
現場打ち 配筋状況 施 工 後 箇所毎に1回

マンホール 型枠 施 工 後 箇所毎に1回

仕上り 施 工 後 箇所毎に1回

ケーブル受枕 施 工 後 箇所毎に1回

完了状況全景 施 工 後 箇所毎に1回

組立て式 搬入 施 工 中 箇所毎に1回
マンホール 組立て、据付工 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回

防水工 施 工 中 箇所毎に1回
ケーブル受枕 施 工 後 箇所毎に1回
完了状況全景 施 工 後 箇所毎に1回

土 工

マ
ン
ホ
ー

ル
築
造

工
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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和６年４月１日）　新旧対照表

付則３

段階確認及び
事務手続き
実施要領

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第６章

竣工書類
チェックリスト

その他書類一覧（別冊で整理）

※項目別で整理する

□ 施工計画書

□ 当初 □ 再生資源利用[促進]計画書

□ 変更 □ 再生資源利用[促進]計画書

□ 工事打合簿（協議・承諾・指示等） ※工事内容に変更を生じない資料（承認図等）

□ 承認図、仕様書等 □ 耐震計算書

□ 材料試験成績表 □ 施工図

□ 確認書（確認・立会願)

□ 監督員チェックリスト

□ 施工管理

□ 出来形管理

□ 品質管理 ※完成図書に含まれる資料は、施工管理資料としては提出不要

□ 完成図書

□ 工事概要

□ 工事完成図

□ フローシート

□ 全体平面図

□ 配置平面・断面図

□ 機器据付図

□ 機器基礎図

□ 配管図、配管系統図

□ 単線結線図

□ 単線系統図

□ 配線、配管布設図(ﾗｯｸ､ﾀﾞｸﾄ､ﾋﾟｯﾄ）

□ 機能概略説明図（計装ﾌﾛｰｼｰﾄ､ｼｽﾃﾑ構成図､制御方式など)

□ 展開接続図

□ 接地系統図

□ 機器製作仕様書･製作図

□ 各種計算書等(容量､数量､強度など)

□ ﾎﾟﾝﾌﾟ仕様計算書(送水量､水圧､ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰなど)

□ 各種試験成績書(試運転報告書含む)

□ 設定値ﾘｽﾄ

□ 取扱説明書､運転操作説明書

□ 官公署申請書類(検査済証写し)

□ 予備品､添付品一覧

□ 製造者一覧､ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制等

□ 安全管理総括表　(総括表を添付し、本書は竣工検査時に提示)

□ 社内検査（段階検査・下請引取り検査・竣工検査）

□ 工事日報

※提出の指示があった場合

□ 資材受払簿 ※国庫補助金等に係る工事のみ

※チェックした本書を、設計図書(その他の書類)の巻頭へ添付すること

竣工書類チェックリスト（設備工事編）　その他書類
工事名 ○○ポンプ場ポンプ設備改良工事

その他書類一覧（別冊で整理）

※項目別で整理する

□ 施工計画書

□ 当初 □ 再生資源利用[促進]計画書

□ 変更 □ 再生資源利用[促進]計画書

□ 工事打合簿（協議・承諾・指示等） ※工事内容に変更を生じない資料（承認図等）

□ 承認図、仕様書等 □ 耐震計算書

□ 材料試験成績表 □ 施工図

□ 確認書（確認・立会願)

□ 監督員チェックリスト

□ 施工管理

□ 出来形管理

□ 品質管理 ※完成図書に含まれる資料は、施工管理資料としては提出不要

□ 完成図書

□ 工事概要

□ 工事完成図

□ フローシート

□ 全体平面図

□ 配置平面・断面図

□ 機器据付図

□ 機器基礎図

□ 配管図、配管系統図

□ 単線結線図

□ 単線系統図

□ 配線、配管布設図(ﾗｯｸ､ﾀﾞｸﾄ､ﾋﾟｯﾄ）

□ 機能概略説明図（計装ﾌﾛｰｼｰﾄ､ｼｽﾃﾑ構成図､制御方式など)

□ 展開接続図

□ 接地系統図

□ 機器製作仕様書･製作図

□ 各種計算書等(容量､数量､強度など)

□ ﾎﾟﾝﾌﾟ仕様計算書(送水量､水圧､ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰなど)

□ 各種試験成績書(試運転報告書含む)

□ 設定値ﾘｽﾄ

□ 取扱説明書､運転操作説明書

□ 官公署申請書類(検査済証写し)

□ 予備品､添付品一覧

□ 製造者一覧､ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制等

□ 安全管理総括表　(総括表を添付し、本書は竣工検査時に提示)

□ 社内検査（段階検査・下請引取り検査・竣工検査）

□ 資材受払簿 ※単独事業費工事は除く

□ 工事日報

※　チェックした本書を、設計図書(その他の書類)の巻頭へ添付すること

竣工書類チェックリスト（設備工事編）　その他書類

工事名 ○○ポンプ場ポンプ設備改良工事
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